
「歯科技工に係る通知等について」 

 

歯科技工士法は、第１条（目的）に「歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の

業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを

目的とする」と規定し、同法第 17 条第 1 項（禁止行為）で「歯科技工は歯科医師又は歯

科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってはならない」と規定する。 

 今般、厚生労働省では、無届の歯科技工所における歯科技工が報告されている状況に鑑

み、各都道府県に歯科技工所一覧をホームページに掲載するよう通知すると共に、歯科技

工士の働きやすい環境づくりや業務のあり方の一つとして、リモートワークの実施（切削

加工や研磨等を除く）に係る技術的な助言が通知された。 

 このことから、適切な歯科技工の実施に向け、法に基づく手続き及び関係通知等への理

解を深めていただくもの。 


